
課
さ
れ
て
お
り
、
N
I
T
E

が
実
施
す
る
認
定
審
査
等
へ

の
対
応
が
困
難
な
状
況
に

な
っ
て
い
る
。

　

試
験
、
校
正
、
標
準
物
質

生
産
、
製
品
認
証
の
各
ニ
ー

ズ
は
依
然
と
し
て
あ
り
、
適

合
性
評
価
結
果
（
試
験
結

果
、
校
正
結
果
、
認
証
書
）

を
認
定
制
度
の
下
で
信
頼
性

を
確
保
し
つ
つ
各
事
業
者
の

顧
客
に
提
供
し
て
い
く
こ
と

は
、
引
き
続
き
重
要
と
な
っ

て
い
る
。

　

N
I
T
E
は
、
製
品
評
価

技
術
基
盤
機
構
認
定
制
度

（
A
S
N
I
T
E
）
に
基
づ

き
、
試
験
、
校
正
、
標
準
物

質
生
産
者
、
製
品
認
証
機
関

と
し
て
認
定
し
た
各
事
業

者
、
産
業
標
準
化
法
に
基
づ

く
試
験
事
業
者
登
録
制
度

（
J
N
L
A
）、
計
量
法
に

基
づ
く
校
正
事
業
者
登
録
制

度
（
J
C
S
S
）
の
国
際
M

R
A
対
応
事
業
者
と
し
て
認

定
し
た
事
業
者
に
対
し
て
、

2
0
2
0
年
（
令
和
2
年
）

　

月
末
ま
で
に
認
定
維
持
の

11た
め
の
確
認
期
限
を
迎
え
る

場
合
は
、
6
カ
月
間
の
確
認

期
限
の
延
長
を
す
る
こ
と
に

し
た
。

特
集
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応

N
I
T
E
が
認
定
確
認
期
限
を
半
年
延
長
、
基
準
器
検

査
証
印
の
有
効
期
間
を
延
長
、
各
都
道
府
県
検
定
所
の

対
応
、
新
型
死
亡
数
は
世
界
で　

万
7
0
0
0
人
、
資

27

料
・
検
証
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
①
②
③
④
⑤
⑧
⑨
⑩
面

寄
稿
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
浮
力
の
原
理
』
と
『
密

度
・
比
重
』
の
概
念
」、
計
量
機
関
人
事
異
動　
 
⑥
⑦
面

（3）

社
説
「
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
で
経
済
を
止
め
る
愚
挙
」 
⑪
面

自
著
を
顧
み
て
「
こ
れ
で
わ
か
る
方
程
式
」、
島
津
の
新
製
品 

⑫
面
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連

情
報
は
②
③
④
⑤
⑧
⑨
⑩
面

と
⑪
面
の
社
説
欄
に
掲
載
。

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構（
N
I
T
E
）

認
定
事
業
者
の
認
定
確
認
期
限
を
6
カ
月
延
長

　
　
　
　
　
　

認
定
審
査
は
遠
隔
で
実
施

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
支
援
策

■
2
0
2
0
年　

月
末
ま
で

11

に
期
限
到
来
の
認
定
が
対
象

　

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

（
N
I
T
E
）
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連

支
援
策
と
し
て
、
法
律
に
よ

る
制
約
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
N
I
T
E
認
定
セ
ン

タ
ー
が
授
与
し
た
認
定
の
う

ち
、
2
0
2
0
年
（
令
和
2

年
）　

月
末
ま
で
に
認
定
維

11

持
の
た
め
の
確
認
期
限
を
迎

え
る
も
の
に
つ
い
て
、
6
カ

月
間
の
期
限
延
長
を
す
る
。

■
認
定
審
査
は
電
話
や
オ
ン

ラ
イ
ン
で

　

ま
た
、
感
染
リ
ス
ク
回
避

の
た
め
、
N
I
T
E
が
実
施

す
る
全
て
の
認
定
に
関
す
る

審
査
は
、
当
面
の
間
、
電
話

や
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た

遠
隔
審
査
で
実
施
す
る
。

　

N
I
T
E
は
、
こ
れ
ら
2

つ
の
対
策
を
2
0
2
0
年
4

月　

日
に
発
表
し
た
。
こ
れ

22
ら
の
対
応
に
よ
り
、
事
業
者

に
よ
る
試
験
、
校
正
等
の
活

動
の
円
滑
な
維
持
を
支
援
す

る
と
し
て
い
る
。

■
認
定
事
業
者
の
困
難
を
救

済
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
と
し
て
、
緊
急
事

態
宣
言
の
全
国
へ
の
拡
大
等

に
よ
り
、
人
と
人
と
の
接
触

機
会
を
8
割
削
減
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

N
I
T
E
が
認
定
し
て
い

る
多
く
の
事
業
者
で
も
、
業

務
縮
小
等
の
様
々
な
制
約
が

　

経
済
産
業
省
は
、
4
月　
28

日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
を
受

け
、
基
準
器
検
査
証
印
の
有

効
期
間
を
延
長
し
た

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
を
受
け
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊

急
事
態
宣
言
が
な
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
計
量
法
に
基
づ

く
基
準
器
検
査
を
受
検
す
る

こ
と
が
困
難
な
状
況
が
生
じ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
基
準
器
検
査
規
則
の
改

正
及
び
同
省
令
の
規
定
に
基

づ
く
告
示
の
制
定
を
お
こ
な

う
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
事
由

と
し
て
基
準
器
検
査
を
受
検

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

合
、
基
準
器
検
査
証
印
の
有

効
期
間
を
6
カ
月
間
延
長
す

る
こ
と
と
し
た
。

【
延
長
措
置
の
概
要
】

措
置
の
対
象
＝
基
準
器
検
査

規
則
第　

条
第
1
項
で
定
め

21

る
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効

期
間
が
2
0
2
0
年
（
令
和

2
年
）
4
月
7
日
～
同
年
7

月　

日
ま
で
の
間
に
満
了
す

31
る
基
準
器

措
置
の
期
間
＝
当
該
有
効
期

間
を
そ
れ
ぞ
れ
6
ヶ
月
間
延

長

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
受
け

基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
を
延
長

■
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
遠

隔
審
査

　

当
面
の
間
、
実
施
す
る
審

査
に
お
い
て
電
話
や
オ
ン
ラ

イ
ン
に
よ
る
遠
隔
審
査
を
積

極
的
に
活
用
す
る
の
は
、
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
の
措
置

で
あ
る
。

　

事
業
者
に
J
N
L
A
試
験

事
業
者
や
J
C
S
S
校
正
事

業
者
と
し
て
の
登
録
や
認
定

を
維
持
す
る
た
め
事
務
室
や

作
業
現
場
に
お
い
て
従
来
ど

お
り
の
N
I
T
E
の
審
査
を

受
審
す
る
と
、「
三
密
（
密

閉
、
密
集
、
密
接
」
が
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
審
査

を
受
け
る
事
業
者
と
N
I
T

E
の
審
査
員
の
双
方
に
感
染

リ
ス
ク
を
と
も
な
う
こ
と
に

な
る
。

　

N
I
T
E
は
、
こ
の
2
つ

の
対
策
は
、
各
事
業
者
の
状

況
を
確
認
し
つ
つ
、
実
施
す

る
と
し
て
い
る
。

■
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
策
を
検

討
　

N
I
T
E
は
、
今
回
の
措

置
に
限
ら
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
事
業
者
へ

の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
策
を
検
討

し
て
お
り
、
実
施
が
決
定
し

た
も
の
か
ら
随
時
N
I
T
E

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
案
内

す
る
と
し
て
い
る
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
製
品
評

価
技
術
基
盤
機
構
認
定
セ
ン

タ
ー
＝
電
話
：
0
3
―
3
4

8
1
―
1
9
4
6
、
F
A

X
：
0
3
―
3
4
8
1
―
1

9
3
7
、
住
所
：
〒
1
5
1

―
0
0
6
6
、
東
京
都
渋
谷

区
西
原
2
―　

―　

、
問
い

49

10

合
わ
せ
フ
ォ
ー
ム
（h

ttps

://w
w
w
.n
ite.g

o.jp/

cg
i-bin

/con
tact/?ci

d=
00000132&

lan
g

=
0

）

栃
木
県
量
検
定
所

が
業
務
再
開 

　

栃
木
県
計
量
検
定
所
は
、

5
月　

日
か
ら
感
染
防
止
対

11

策
を
徹
底
し
た
上
で
、
原
則

と
し
て
業
務
を
再
開
し
た
。

　

た
だ
し
感
染
症
の
拡
大
が

認
め
ら
れ
た
際
は
、
再
度
、

業
務
を
休
止
・
延
期
等
す
る

場
合
が
あ
る
。 
ま
た
、
各
種

相
談
等
は
、
電
話
・
メ
ー
ル

等
で
、
感
染
防
止
へ
の
協
力

を
呼
び
か
け
て
い
る
。 

【
問
い
合
わ
せ
】
0
2
8−

6
6
7−

9
4
2
5E

-m

ail

：k
e
iry
o
u
-k
e
n
te
i

@
pref.toch

ig
i.lg
.jp




